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令和５年度 第７回庁議要旨 

日時：令和５年７月１１日（火） 

午前９時～午前９時３５分 

会場：庁議室 

[審議事項] 

１ 行政庁舎の公共施設個別施設計画の策定について（総務部） 

本市の行政庁舎のうち、震災後新たに建築された雄勝総合支所、北上総合支所、荻浜支所、蛇田支所

を除いた本庁舎、４総合支所、２支所については、建築後１８年から最も長くて６０年経過しており、

建物及び設備の老朽化のほか、宮城県北部地震や東日本大震災などの地震による損壊により、幾度とな

く改修を行っているが、修繕を必要とする箇所が年々増加している状況である。 

行政庁舎は、多くの市民が利用する行政機能の拠点施設であることから、計画的な修繕による施設の

長寿命化を図るとともに、適切な維持管理を行うため、本個別施設計画を策定するもの。 

 

(1) 主な内容 

  ア 計画策定の趣旨 

イ 基本目標 

ウ 対象施設 

エ 計画期間 

     令和５年度から令和１４年度までの１０年間 

オ 対策の考え方 

カ 対策内容と時期 

キ 計画期間内の施設整備内容 

ク 個別施設計画（施設毎） 

 

２ アクサ生命保険株式会社との包括連携協定の締結について（復興企画部） 

アクサ生命保険株式会社は、「すべての人々のより良い未来のために。私たちはみなさんの大切なもの

を守ります。」の理念に基づき、同社の有する資源やネットワークを活用して、自治体と連携し健康増進

などに向けた取組を行っている。 

先般、同社より包括連携協定を締結したいとの申出があり、連携事項や具体的な取組について協議を

行ってきた。 

同社との協議が調ったことから、包括連携協定を締結し、緊密な連携と協力のもと、地域の様々な課

題に迅速かつ適切に対応し、地域の一層の活性化及び市民サービスの向上を図る。 

 

(1) 主な内容 

 ア 連携事項 

(ｱ) 健康増進・疾病予防に関すること 

(ｲ) 児童・青少年の健全育成に関すること 

(ｳ) ダイバーシティの推進に関すること 

(ｴ) 高齢者の見守りに関すること 

(ｵ) ＳＤＧｓの普及啓発に関すること 
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(ｶ) 市政の情報発信に関すること 

(ｷ) その他目的を達成するために必要な事業に関すること 

 

イ 協定締結期間 

 協定締結の日から１年間（１年ごとに自動更新）とする。 

 

(2) 今後の予定 

令和５年７月２４日  包括連携協定締結式 

  

３ 公立保育所の入所定員見直しについて（保健福祉部） 

令和５年２月に「第２期石巻市公立幼稚園・保育所・こども園再編計画」を策定し、民間事業者の誘

致や、公立施設の統廃合を進めているところであるが、現在の公立保育所の入所定員は、実際の利用者

よりも多く設定されており、実態に即していない状況となっている。 

公立保育所の入所定員の見直しを行うもの。 

 

(1) 主な内容 

  現在の利用実態を踏まえて、令和６年４月１日より、公立保育所の入所定員の見直しを行う。 
 

令和５年度入所定員 １，４９６名 

令和６年度入所定員 

（見直し案） 
１，１６６名 

現利用者数 １，０３２名 

   

(2) 今後の予定 

令和６年４月 石巻市保育所条例施行規則の一部改正（施行予定年月日：令和６年４月１日） 

 

 

[報告事項] 

１ 令和５年度石巻市優良建設工事施工業者表彰について（会計管理者） 

工事の適正な履行を確保するため、施工業者の技術向上が求められている。 

石巻市が発注した建設工事のうち、工事成績が特に優良と認められる建設工事を選定し、これを施工

した業者を表彰することにより、市が発注する建設工事の質の向上を図るもの。 

 

(1) 主な内容 

  ア 表彰対象：令和４年度に完成した１件の請負金額５００万円以上で、工事成績評定した建設 

工事（１３２件）のうち、総合点が８０点以上のもの。 

イ 優良建設工事：２０件  

ウ 被表彰者：１１社 （詳細は別紙のとおり） 

 

(2) 今後の予定 

令和５年７月２１日 石巻市優良建設工事施工業者表彰式 
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２ 石巻市地区教育環境懇談会の設置について（教育委員会） 

少子化や東日本大震災の影響により、適正規模を下回る学校が増加したことから、学校の統合を含め

た配置の在り方について見直しを図るため、令和元年度に「石巻市立小・中学校学区再編計画」を策定

し、小・中学校の適正規模と適正配置の実現に向けて取り組んでいる。 

学校は、児童生徒にとっての「教育の場」と、地域にとっての「コミュニティのシンボル」の２つの

側面があり、立場の違う保護者と地域住民からの共通理解を得ることが重要となっている。 

学区再編に関する検討の対象校が所在する地域における学校の在り方について、それぞれの地区の

小・中学校やＰＴＡ、保護者、地域住民等から幅広く意見を聴取し、地域の教育環境向上に資するため、

石巻市地区教育環境懇談会を設置するもの。 

 

(1) 主な内容 

再編検討対象校が所在する地域内における次の事項について意見を聴取する。 

 

ア 意見を求める事項 

(ｱ) 児童生徒数の将来を見据えた学校の在り方に関すること 

(ｲ) その他、地域の教育環境向上に資すること 

 

イ 構成員 

再編検討校に関係する者のうちから１５名以内で教育委員会が選任した者をもって構成する。 

(ｱ) 学校関係者 

(ｲ) 保護者代表者 

(ｳ) 地域内に居住する市民 

(ｴ) 地域内に居住する未就学児の保護者 

(ｵ) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めた者 

 

(2) 今後の予定 

令和５年４月、桃生地区３小学校統合に向けた要望書が提出されており、桃生地区において懇談会

を実施する予定である。 

【石巻市桃生地区教育環境懇談会】 

◇第１回懇談会 7月中旬（予定） 

  内容：今後の教育環境の方向性について 

 

◇第２回懇談会 7月下旬（予定） 

 内容：小・中一貫校について  

 

【その他】 

・令和５年度宮城県９．１総合防災訓練の実施について（総務部） 

・令和５年第３回定例会会期日程について（総務部） 

・令和４年度各種会計歳入歳出決算剰余金処分調書について（総務部） 

 

以上 


